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吹割の滝をイメージした造りが特

徴の利根小学校新校舎が完成し、新

校舎を祝う会が開催されました。

式典では、児童代表の中村向日璃

さん(６年生)から｢新校舎を大切に

使い、この最高の校舎にふさわしい

笑顔溢れる利根小を、全校の仲間と

一緒に作っていきたい｣との誓いの

言葉がありました。

新たな学びやで歴史が始まる
２月２日(金) 新校舎を祝う会(利根小学校)

■市民敬老号、沼田駅構内に観光ＰＲコーナーを設置■２－３

■シリーズ国保⑧知っておきたい健康保険の手続き■４－５

■勤労青少年ホーム教養講座＆スポーツ教室、春の火災予防運動■６－７

今月の主な内容

沼田市ホームページ
http ://www.city.

numata.gunma.jp/
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広報ぬまた 平成30年３月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－36743

沼田駅構内に
観光ＰＲコーナーを設置しました

問い合わせ　観光交流課観光推進係

1内線３２４７

市長選挙
立候補予定者等説明会と書類の
事前審査について

問い合わせ　選挙管理委員会

1内線３２１７

４月22日(日)に執行される任期満了に伴う市長選

挙の立候補予定者等説明会と立候補届出書類の事前

審査を行いますので、立候補予定者とその関係者は

出席してください。

◆立候補予定者等説明会

とき ３月13日(火)午後２時

ところ 市役所北庁舎３階第三会議室

◆立候補届出書類事前審査

とき ４月４日(水)・５日(木)午前８時30分～午後

５時

ところ 市役所北庁舎３階第二会議室

スポーツ振興課からのお知らせ
問い合わせ　スポーツ振興課スポーツ振興係1○24９４４４
（３月５日(月)から事務室が中央公民館２階学習室へ）

学校体育施設を開放します

４月から学校教育に支障のない範囲で小中学校の体育施設を開

放します。

申し込み方法 使用したい団体は、使用する前月の20日(20日が休

日の場合は翌日)から月末までの間に、使用登録書と代表者の印

鑑を持参し、各小中学校へ直接申し込みをしてください。校庭

とテニスコートの夜間照明を使用する場合は、同期間に使用登

録書と代表者の印鑑、使用料を持参し、スポーツ振興課または

白沢・利根公民館へ直接申し込みをしてください

※各施設とも年間予約や電話予約はできません。あらかじめ日程

を確認の上、申し込みをしてください

使用上の注意 定められた時間内での鍵と日誌の受領、返却／施

設設備の安全確保／学校敷地内での喫煙や火気使用禁止／使用

後の整理、清掃／施設設備の破損の届け出／施設使用後の施錠

スポーツ安全保険のご案内

スポーツ団体や社会教育関係団体に所属す

る人が、活動時や移動中の事故によって、傷

害を被った場合や賠償責任を負った場合、突

然死などによる死亡の場合に補償される制度

です。

対象 次の条件を全て満たす団体

▽スポーツ活動や文化活動、ボランティア活

動などを行っている団体

▽監督指導者を置き、所属員が４人以上いる

団体

保険の種類 活動内容により区分されます

保険期間 ４月１日(日)～来年３月31日(日)

※途中加入の場合も終了日は同じです

健康講演会｢健康づくりのための歩き方｣
スマートウェルネスぬまた推進事業

問い合わせ　健康課保健係(保健福祉センター内)1内線７６２０４

安心して生活するためには健康でいることが大切です。手軽に実施できるウオーキングは、歩数と運動の強さで健

康に大きく影響します。効果的なウオーキング方法を学び、皆さんと一緒に来年度から開始するスマートウェルネス

ぬまた推進事業の健康長寿のまちづくりに参加してみませんか。

とき ３月24日(土)午後１時30分～３時30分

ところ 保健福祉センター４階多目的ホール

講師 青　幸利さん(東京都健康長寿医療センター医学博士)

対象 市民

定員 150人(先着順)

参加費 無料

申し込み 土・日曜日を除く、３月16日(金)までに電話、または健康課保健係へ
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お支払い日時

13日
(火)

午前９時
～11時30分 白沢支所ロビー

利根支所ロビー

利南公民館

池田公民館

薄根公民館

川田公民館

市役所市民ホール

市役所東原庁舎
２階会議室

午後１時30分
～４時
午前９時
～11時30分
午後１時30分
～４時
午前９時
～11時30分
午後１時30分
～４時
午前９時
～11時30分

午後１時30分
～４時

14日
(水)

15日
(木)

16日
(金)

３
月

場所

◆別表１

◆日程表

市内各地→沼田IC→朝日まほろばIC→道の駅あつみ→
5:30～6:30
庄内観光物産館(昼食)→鶴岡IC→酒井みなとIC→道の駅象潟→

本荘IC→昭和男鹿半島IC→男鹿真山伝承館→なまはげ館→

真山神社→男鹿温泉(泊)
夕刻

５月
16日
(水)

ホテル→昭和男鹿半島IC→協和IC→
朝
※二手に分かれます
田沢湖遊覧船→御座石神社→田沢湖レストハウス(昼食)→

御座石神社→田沢湖遊覧船→田沢湖レストハウス(昼食)→

協和IC→金浦IC→道の駅鳥海→酒田みなとIC→あつみ温泉IC→

あつみ温泉(泊)
夕刻

ホテル→羽黒山→羽黒山参籠所斎館(昼食)→
午前
鶴岡市立加茂水族館→岩船港鮮魚センター→神林岩船港IC→

沼田IC→市内各地
20:00～21:00

５月
17日
(木)

５月
18日
(金)

観光パンフレットの配置や観光ＰＲ映像を放映し、観

光客の皆さまへ本市の魅力を発信します。市民の皆さま

もご活用ください。

利用時間 沼田駅が開いている時間帯に利用可能です

ところ ＪＲ沼田駅待合室内
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変
更
と
な
り
ま
す
の

で
、
健
康
保
険
の
資
格
に
変
更
が
あ

っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
、
国
保
の

窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

診
療
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
保
険
証

(

国
保
で
は
被
保
険
者
証)

を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
し
、
確
認
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関
は
、
保
険

証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
者
を
確

認
し
、
そ
の
保
険
者
に
費
用
を
請
求

し
ま
す
の
で
、
受
診
の
際
は
、
保
険

証
を
忘
れ
ず
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

70
歳
以
上
の
人
は
、
高
齢
受
給
者
証

も
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
以
外
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
は
、
新
し
い
健
康
保
険
の
資

格
を
取
得
し
た
日
か
ら
、
国
保
の
保

険
証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

診
療
を
受
け
る
と
き
に
、
誤
っ
て

国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
な
ど
は
、
医
療
費
の
７
割(

高

齢
受
給
者
証
を
受
け
て
い
る
人
は
７

割
か
ら
９
割
、
義
務
教
育
就
学
前
の

子
ど
も
で
は
８
割)

を
返
還
し
て
い

た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、

脱
退
す
る
場
合
は
、
早
め
に
届
け
出

を
し
て
、
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
75
歳
を
迎
え
て
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
人
に
は
、

市
か
ら
保
険
証
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。
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国
保
に
限
ら
ず
、
転
職
な
ど
で
健

康
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き(

協
会
け

ん
ぽ→

共
済
組
合
、
協
会
け
ん
ぽ→

健
康
保
険
組
合
な
ど)

に
も
、
保
険

証
の
提
示
と
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ

な
い
と
、
後
日
、
費
用
の
返
還
を
求

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
が
で
き
る
ま
で
、

時
間
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
職
場
の
保
険
担
当
者
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

沼
田
市
か
ら
転
出
す
る
人
は
、
転

出
先
の
市
区
町
村
で
国
保
へ
の
加
入

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い

住
所
地
へ
の
転
入
日
か
ら
、
沼
田
市

の
国
保
の
資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

な
お
、
国
外
へ
転
出(

住
所
を
異

動)

す
る
場
合
に
は
、
出
国
の
翌
日

に
国
保
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

家
族
と
離
れ
て
暮
ら
す
学
生
の
た

め
に
、
学
生
用
の
保
険
証
が
あ
り
ま

す
。
学
生
用
保
険
証
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
引
き
続
き
家
族
と
同
一
世
帯

の
国
保
加
入
者
と
な
り
ま
す
の
で
、

転
出
先
で
国
保
に
加
入
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

学
生
用
保
険
証
の
有
効
期
間
は
、

一
般
の
保
険
証
と
同
様
に
10
月
１
日

か
ら
翌
年
９
月
30
日
ま
で
の
１
年
間

で
す
が
、
毎
年
４
月
に
更
新
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
学
生
で
な

く
な
っ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
返

還
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

継
続
し
て
国
保
に
加
入
す
る
人
が

沼
田
市
に
転
入
し
た
と
き
に
は
、
転

入
日
に
前
の
住
所
地
の
国
保
の
資
格

を
喪
失
し
、
転
入
届
と
同
時
に
加
入

手
続
き
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
転
入
と
同
時
に
新
た
に
国

保
に
加
入
す
る
な
ど
、
健
康
保
険
の

加
入
資
格
が
変
わ
る
場
合
に
は
、
別

に
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
保
険
証
の
交

付
な
ど
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
国
保
の
窓
口
に
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

転
入
・
転
出
し
た
と
き
の
国
民
健

康
保
険
税(

料)

は
、
そ
の
月
か
ら
新

し
い
住
所
地
の
市
区
町
村
で
課
税
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
３
月
20
日
に
Ａ
市
か
ら

沼
田
市
へ
転
入
し
た
場
合
は
、
３
月

分
の
国
保
税
か
ら
沼
田
市
で
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
、
Ａ
市
へ
納

税
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
の

場
合
に
は
、
３
月
分
の
国
保
税
の
納

入
通
知
書
が
４
月
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
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国
保
に
入
る
と
き

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き

市
外
に
転
出
す
る
と
き

学
生
用
の
保
険
証

沼
田
市
に
転
入
し
た
と
き

転
出
入
の
国
保
税

保
険
証
の
提
示
を

国
保
を
や
め
た
と
き

シリーズ国保⑧

問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３２・３１３３

新生活をスタートする

知っておきたい 健康保険の手続き

皆さんへ

国民健康保険に加入するときに用意していただくもの

国保の加入手続き 手続きに必要なもの

○退職など、職場の健

康保険をやめたとき

○健康保険の扶養から

外れたとき

①健康保険離脱証明書(職場の健康保険の資格がなくなったことを、

もとの勤務先に証明してもらうもので、離職票ではありません）

②印鑑

③世帯主と加入する人のマイナンバーカードまたは通知カード

④窓口で手続きをする人の運転免許証など、本人を確認できるもの

※退職理由が解雇などの場合は、非自発的失業者として国保税が軽

減される場合があります。窓口でご相談ください

○任意継続の健康保険

の被保険者期間が満

了するとき

①健康保険組合または協会けんぽからの資格喪失証明書(通知書)

②印鑑

③世帯主と加入する人のマイナンバーカードまたは通知カード

④窓口で手続きをする人の運転免許証など、本人を確認できるもの

○他の市区町村から転

入し、引き続き国保

に加入するとき

①前住所地で発行された転出証明書(国保資格が記載してあります)

②印鑑

③世帯主と加入する人のマイナンバーカードまたは通知カード

④窓口で手続きをする人の運転免許証など、本人を確認できるもの

年度の変わり目となる３月から４月にかけては、転

勤や就職、進学などで住所を移す人が多く、市役所の

窓口が大変混み合います。

いざ、引っ越しとなると、荷造りやご近所へのあい

さつに加えて、電気や上下水道、ガスの手続きや郵便

物など、あれもこれも大忙し。そんなときに、少しで

もお待たせしないように、住所異動に必要な手続きを

ご紹介します。

届け出に必要な本人確認

届け出には、印鑑のほか次のような本人確認書類が

必要です

①運転免許証②パスポート③マイナンバーカード

④身体障害者手帳など国または地方公共団体が発行

した写真付き身分証⑤健康保険証⑥年金手帳⑦年金

証書など

※代理人による届け出は、委任状など代理権限を確認

できる書類が必要になります

マイナンバーの手続き

住所を異動したときは、マイナンバーカードや通知

カードの記載事項を変更する必要があります。転入、

転居届の際には、これらのカードをお持ちください。

詳しいことは、市民課市民戸籍係1内線３１２５へ

住所異動の手続きをご紹介します

手続き 届け出の期限など

転出届(国外を含む

市外へ引っ越すと

き)

引っ越し先が決定したら、あらかじめ

届け出てください

転入届(他の市区町

村から市内に引っ

越したとき)

前住所地の市区町村長が発行した転

出証明書を持参し、住所を定めた日か

ら14日以内に届け出をしてください

転居届(市内で住所

を移したとき)

住所を定めた日から14日以内に届け

出をしてください

世帯変更届(世帯主

の変更や世帯を合

併･分離したとき)

世帯に変更があった日から14日以内

に届け出をしてください

春
は
、
異
動
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
進
学
な
ど
を
機
に
、
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
沼
田
を

離
れ
る
人
、
新
た
に
社
会
人
と
な
る
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
、
長
年
勤
め
た
職
場
を
退
職
し
て
第

二
の
人
生
を
ス
タ
ー
ト
す
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
を
胸
に
、
新
し

い
生
活
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
の
が
健
康
保
険
の
手
続
き
で
す
。
節
目
ご
と

に
必
要
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
を
国
民
健
康
保
険
を
中
心
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。



日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
人
が
、
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
。

加
入
者
は
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
３

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
加

入
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

■
第
１
号
被
保
険
者

自
営
業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、

無
職
の
人
な
ど
で
、
加
入
手
続
き
は

市
民
課
国
保
年
金
係
、
ま
た
は
白
沢

・
利
根
支
所
生
活
係
で
行
い
ま
す
。

■
第
２
号
被
保
険
者

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生
年

金
に
加
入
さ
れ
て
い
る
人
で
、
加
入

手
続
き
は
勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

■
第
３
号
被
保
険
者

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
で
、
加
入
手
続
き
は
第

２
号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由
し

て
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
1

０
２
７
９
　
１
６
０
７
へ

国
民
年
金
は
誰
も
が
加
入
す
る
制
度
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春の火災予防運動
３月１日(木)から７日(水)まで｢春の全国火災予防運動｣が実施されます。また、｢全国山火事予防運動｣と｢車両火災

予防運動｣が併せて実施されます。

暖房やガス器具の使用方法、出掛ける前や寝る前、火を扱った後は火の元を再確認し、一人一人が火の取り扱いに

十分注意しましょう。

出火原因の多くは、暖房器具やたばこの不始末などです。日常生活の中でのちょっとした油断

が火災につながるケースが目立っています。市内では今年に入り、すでに建物火災が発生してい

ます。空気が乾燥し、ストーブやヒーターなどの暖房器具を使用する季節です。

生命や財産を守るため、火の元には十分注意し、火災の発生を予防しましょう。

問い合わせ　防災対策課消防係1内線３３６３

申し込み・問い合わせ　地域包括支援センター

(東原庁舎内)1○22１１１２

認知症サポーターを受講したものの｢認知症の人と接し

たことがない」「いざという時、どう声を掛けたら良いか

分からない」「サポーターとして活動したい」などと感じ

ていませんか。さらに一歩を踏み出すために、認知症の

人との交流を通して実際の接し方を学びます。

とき 講義／３月19日(月)午前10時～午後４時30分、実

習／３月26日(月)午後１時30分～４時30分

ところ 保健福祉センター３階研修室

対象 認知症サポーター養成講座を受講済みの人

定員 20人(先着順)

参加費 無料

申込期限 ３月14日(水）

その他 ２日間の研修を受講した人には修了証を交付

問い合わせ　地域包括支援センター

(東原庁舎内)1○22１１１２

毎月第４木曜日に開催しているあっぷりんカフェに

は、毎回たくさんの人が来場され、お茶を飲みながら交

流したり、手芸や紙細工、脳トレなどを楽しみながら、

ゆったりと過ごされ好評いただいています。

毎月さまざまな脳活タイムを設けていますが、今月は

午前10時30分より｢ちぎり絵教室と栄養講座｣を開催し、

講座後には昼食試食会(無料)も予定していますので、ぜ

ひ、気軽にご参加ください。

とき ３月22日(木)午前９時30分～正午

ところ 保健福祉センター３階研修室

対象 市民

参加費 無料

勤労青少年ホーム前期教養講座
＆前期スポーツ教室

受講生を募集します

問い合わせ　勤労青少年ホーム1○24０１３５

ところ 勤労青少年ホーム・勤労青少年体育センター(白岩町)

対象 市内に在住、または在勤の30歳未満の勤労青少年(定員

に満たない場合は30歳以上も対象)

受講料 無料(教材費は受講者負担)

申し込み 土・日曜日、祝日を除く、３月５日(月)から30日

(金)までの午前９時から午後８時までに、教材費を添えて勤

労青少年ホームへ(先着順)

家電リサイクルと引っ越しに伴うごみ処理
問い合わせ　環境課廃棄物係(東原庁舎内)1内線７７３７３

○家電リサイクル法対象機器の処分について

◆対象４品目 エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶

式、プラズマ式)、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機

◆処理方法

▽購入した、または買い替えする販売店に依頼

▽郵便局で家電リサイクル券を購入し、市の許可を受け

た業者(家庭ごみ収集カレンダーに記載)に依頼

▽家電リサイクル法で定められた指定取引場所に直接持

ち込み

※いずれもリサイクル料金の支払

いあり

◆家電リサイクル法指定引取場所

▽ウブカタ資源(株)

屋形原町2113・1○22５５５５

○引っ越しに伴うごみの処理について

◆処理方法 処理施設に直接搬入、もしくは市の許可を

受けた業者(家庭ごみ収集カレンダーに記載)に依頼

(自分で運べない場合)

◆持ち込み場所

▽燃やせるごみ 可燃粗大ごみ(木製家具、布団など)は

沼田市外二箇村清掃施設組合清掃工場(白岩町226・1

○23１００９)へ

▽燃やせないごみ 不燃性粗大ごみ(金属・プラスチッ

ク製家具、家電リサイクル法対象４品目を除く家電製

品など)は沼田市一般廃棄物最終処分場(上川田町・1

○23８５９９)へ

※使用できるものはむやみに捨てずに、ごみの減量化に

ご協力をお願いします

曜日

月

火

水

木

金

講座・教室 とき 定員 教材費 講師
４月16日午後７時(全13回)
４月23日午後７時30分(全６回)

４月17日午後７時(全13回)

５月８日午後７時(全５回)
４月11日午後７時(全８回)
４月18日午後７時(全６回)

４月18日午後７時(全13回)

４月18日午後７時(全13回)
６月27日午後７時(全５回)

４月12日午後７時(全５回)

５月24日午後７時(全10回)

４月19日午後７時(全13回)

４月19日午後７時(全13回)

４月20日午後７時(全８回)

４月20日午後７時(全13回)

パドルテニス
アレンジメントとお花の寄せ植え

バドミントン

ビーズアクセサリー
ヨガ
フラダンス

テニス

英会話初級
ゆかた着付け

トランポビクス

いきいきエアロビック

英会話中級

書道

シルバーアクセサリー

卓球

20
10

20

10
20
20

20

15
15

30

30

15

15

６

30

300円
9,000円

500円

4,000円
1,080円(新規)
－

1,000円

－
－

－

－

－
1,000円(新規)
500円(継続)
3,000円

500円

大島一克さん
石山誠一さん
沼田バドミントンクラブ
佐藤圭さん
鈴木富子さん
高澤妙子さん
佐藤とし江さん
沼田テニス協会
東宮邦夫さん
グレッグ・バウアーさん
吉澤千代さん
うすねニュースポーツクラブ
小野里順子さん
うすねニュースポーツクラブ
須田浩子さん
ジョセフ・ジョン・ミルキさん

星野青龍さん

橋本明彦さん
利根沼田卓球協会
風間忠さん

認知症サポーター
ステップアップ研修受講生募集

あっぷりんカフェ
～ちぎり絵教室と栄養講座～
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広報ぬまた 平成30年３月１日

～各課から縦覧のお知らせ～

都市計画変更関係図書

都市計画道路等の変更

地区計画の変更

問い合わせ 都市計画課計画係1内線４２２７

次の都市計画を、２月９日付けで変更しましたので関

係図書を縦覧します。

とき 午前８時30分～午後５時15分

※土・日曜日、祝日を除く

ところ 都市計画課計画係

縦覧対象

①都市計画道路の変更(廃止を含む)

・変更路線(５路線) 環状線、国道291号線(国道17号線

より名称変更)、沼田停車場線、恩田井土上線、十王堂

原田線

※上記５路線に加え、沼田バイパス線、薄根線、沼田中

央線、沼田日光線、材木町柳町線について、都市計画

上の車線数決定も行いました

・廃止路線(１路線) 沼田真庭線

②用途地域の変更

都市計画道路の変更と廃止により、都市計画道路を境

界として用途地域を指定していた８地区(薄根町北部地区、

沼田駅東口地区、戸鹿野町北部地区、柳町東部地区、西

原新町・東原新町北部地区、西原新町・東原新町南部地

区、高橋場町・桜町地区、東原新町・上原町地区)の変更

その他 詳細は、市ホームページ、または都市計画課窓

口へ

とき ３月７日(水)から22日(木)までの午前８時30
分～午後５時15分

※土・日曜日、祝日を除く

ところ 都市計画課計画係

縦覧対象 地区計画(清水町南部地区)の変更(原案)

原案への意見 縦覧期間中に、原案への意見書を提出す

ることができます

公共下水道供用開始区域図面

問い合わせ 上下水道課下水道係・管理係1○24８８１１

とき ４月２日(月)から16日(月)までの午前８時
30分～午後５時15分

※土・日曜日を除く

ところ 水道会館２階上下水道課

縦覧対象

▽３月末日までに工事完了となり、公共下水道が使用で

きるようになった区域

▽４月から、公共下水道受益者負担金を賦課徴収する対

象区域

固定資産

問い合わせ 税務課資産税係1内線３１４６～３１４８

とき ４月２日(月)から５月31日(木)までの
午前８時30分～午後５時15分

※土・日曜日、祝日を除く

ところ 税務課、白沢・利根支所

縦覧できる人 固定資産税納税者と納税者の代理人とし

て委任を受けた人など

用意する物 運転免許証など本人を証明できるもの

※納税者以外の人は、納税者の委任状などが必要になり

ます

その他 自己資産の確認は、名寄帳の閲覧により行えま

す

9 市公式FacebookとTwitterでも、イベント情報などを紹介しています。

Facebook Twitter

第三期｢ぬまた起業塾｣

ビジネスプラン発表・報告会、閉講式

昨年７月に開講し、講座や企業訪問を通して、

ビジネスプランの作成などを進めてきた、ぬま

た起業塾の閉講式が行われました。

当日は、卒塾生10人が事業内容やターゲット、

販路、収支計画などの発表を、市内経済界を代

表するアドバイザーや中小企業診断士の皆さん

を前にそれぞれ行い、その後に、卒塾生には修

了証書が手渡されました。

１月27日(土)

ドイツの食文化を学びながら

ドイツ給食の日・試食会

本市は、昨年７月に、ドイツフェンシング協

会と2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の事前合宿合意書を締結しています。

今回の取り組みは、小中学生に｢ドイツの食

文化に触れ、食材や料理について学んでもらお

う｣と企画されました。沼田東小１年１組では、

市長らを交えての試食会が行われ、児童は給食

を味わいながら、ドイツの食文化を学びました。

１月23日(火)

タイ・クロントム郡と温泉による観光振興

ヘルスツーリズムに関するMOU締結式

タイ王国クラビ県クロントム郡と①ヘルスツ

ーリズム(健康増進などを図る旅行)についての

情報と知識の交換②相互理解を深めるための交

流の推進③相互の観光振興に関する協力の３項

目についてMOU(了解覚書書)を締結しました。

クロントム郡とは、平成28年から日本の温泉

技術を学ぶために本市と交流が始まり、今回観

光振興のため締結することになりました。

２月２日(金)

豪華なひな人形などが4500体以上

老神温泉びっくりひな飾り

２月17日(土)～４月１日(日)

全国から集められた4500体を超えるひな人形

が利根観光会館、老神温泉参加旅館、南郷曲屋

などに飾られています。

幅18m高さ3.8mの特設ひな壇や、幅6.7m高さ３

mのひな壇は見応えがあります。また、期間中

は各種手づくり体験教室なども開催されます。

※３月9日(金)から11日(日)までの間は、展示

入れ替えのため休館になります

Monthly Topics

各種資料を

公開します
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広報ぬまた 平成30年３月１日

沼
田
市
国
際
交
流
協
会
に
ご
協
力

を
い
た
だ
き
、
外
国
人
を
対
象
に
日

常
生
活
に
必
要
な
日
本
語
を
学
習
す

る
た
め
の
日
本
語
教
室
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
交
流
サ
ロ
ン
の
よ
う
に
楽

し
み
な
が
ら
日
本
語
の
勉
強
を
し
た

い
人
や
、
本
格
的
に
取
り
組
み
た
い

と
い
う
外
国
人
を
ご
存
じ
の
人
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
も
募

集
し
て
い
ま
す
。
特
別
な
資
格
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
希
望
の
人
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

と
き

４
月
か
ら
来
年
３
月
の
毎
週

火
曜
日
午
後
７
時
〜
８
時
30
分
　

※
８
月
お
よ
び
１
月
を
除
く

場
所

中
央
公
民
館
第
１
会
議
室

受
講
料

無
料

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

国
際
交

流
協
会
事
務
局(

企
画
課
内)

1

内

線
３
２
２
３
へ

募
集
団
地

県
住
宅
供
給
公
社(

前

橋
市
紅
雲
町)

、
県
庁
県
民
セ
ン

タ
ー(

県
庁
２
階)

、
県
土
木
事
務

所
、
市
町
村
役
場
で
配
布
す
る
募

集
案
内
、
ま
た
は
県
住
宅
供
給
公

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(h

ttp://w
w
w
.

gu
n
m
a-jkk.o

r.jp
/)

を
ご
覧
く

だ
さ
い

※
土
・
日
曜
日
は
、
県
住
宅
供
給
公

社
の
み
配
布
し
て
い
ま
す
。
祝
日

は
全
て
の
施
設
で
配
布
し
て
い
ま

せ
ん

対
象

現
在
、
住
宅
に
困
っ
て
い
て
、

親
族
と
入
居
す
る
予
定
の
人
ま
た

は
単
身
の
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ

る
人
な
ど(

収
入
制
限
あ
り)

入
居
可
能
日

７
月
１
日(

日)

申
込
期
間

４
月
１
日(

日)

〜
18
日

(

水)

そ
の
他

入
居
者
は
公
開
抽
選
で
選

定
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
住
宅

供
給
公
社
1

０
２
７(

２
２
３)

５

８
１
１
へ

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
目
が
不

自
由
な
人
に
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
提

供
す
る
た
め
、
点
訳
技
術
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
養
成
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

点
訳
が
初
め
て
の
人
や
点
訳
経
験

者
の
人
も
一
緒
に
学
習
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

と
き

４
月
５
日
か
ら
５
月
31
日
ま

で
の
毎
週
木
曜
日
午
後
７
時
〜
９

時(

全
８
回)

※
５
月
３
日
を
除
く

と
こ
ろ

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

研
修
室

対
象

初
級(

初
心
者)

、
中
級(

初

級
修
了
者)

受
講
料

無
料(

テ
キ
ス
ト
・
教
材

は
主
催
者
で
用
意
し
ま
す)

申
込
期
限

４
月
３
日(

火)

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

社
会
福

祉
協
議
会(

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内)

1

●
１
９
９
０
へ

受
験
資
格

▽
昭
和
63
年
４
月
２
日
〜
平
成
９
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

▽
平
成
９
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
人
で
、
大
学
を
卒
業
お
よ
び
平

成
31
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
人
、
ま
た
は
人
事

院
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め

る
人

試
験
日

▽
第
１
次
試
験
日
　
６
月
10
日(
日)

▽
第
２
次
試
験
日
　
７
月
12
日(
木)

か
ら
19
日(

木)

の
間
で
、
第
１
次

試
験
合
格
通
知
書
で
指
定
す
る
日

時

試
験
地

▽
第
１
次
試
験
地
　
高
崎
市
、
さ
い

た
ま
市
、
新
潟
市
、
松
本
市
他

▽
第
２
次
試
験
地
　
さ
い
た
ま
市
他

試
験
の
程
度

大
学
卒
業
程
度

申
し
込
み

原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

(h
ttp
://w
w
w
.jin
ji-sh

iken
.g

o
.jp
/ju
ken
.h
tm
l)

に
よ
り
、
３

月
30
日(

金)

９
時
か
ら
４
月
11
日

(

水)

ま
で
に
申
し
込
み

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
が
で

き
な
い
場
合
、
３
月
30
日(

金)

か

ら
４
月
２
日(

月)

ま
で
に
希
望
す

る
第
１
次
試
験
地
に
対
応
す
る
国

税
局
ま
た
は
沖
縄
国
税
事
務
所
へ

郵
送
ま
た
は
持
参(

当
日
消
印
有

効)

問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
国
税
局
人

事
第
二
課
試
験
係
1

０
４
８(

６

０
０)

３
１
１
１
へ

利
根
町
の
市
営
住
宅
に
空
き
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ま
た
は
建
築
住
宅
課
窓
口
備
え

付
け
の
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

家
賃

１
６
８
０
０
円
〜
３
万
円

※
家
賃
は
毎
年
度
所
得
な
ど
に
応
じ

て
見
直
し
ま
す

間
取
り

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
３
Ｄ
Ｋ
、
４

Ｄ
Ｋ

対
象

住
宅
に
困
窮
し
て
お
り
、
親

族
と
入
居
予
定
の
人
／
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
人
／
申
込
者
・
ま

た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

暴
力
団
員
で
な
い
人

※
収
入
制
限
が
あ
り
ま
す

そ
の
他

連
帯
保
証
人
１
人(

県
内
在

住
で
入
居
者
と
同
等
以
上
の
収
入

が
あ
る
人)

／
敷
金
３
カ
月
分(

入

居
時
の
家
賃
で
算
定)

／
ペ
ッ
ト

は
不
可

申
し
込
み

建
築
住
宅
課
窓
口
に
て

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
込

用
紙
は
建
築
住
宅
課
営
繕
住
宅
係

で
配
布
し
ま
す

問
い
合
わ
せ

建
築
住
宅
課
営
繕
住

宅
係
1

内
線
４
２
１
６
へ

13

募
　
　
集

日
本
語
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す

沼
田
税
務
署
よ
り

国
税
専
門
官
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

平成28年熊本地震災害義援金累計額(２月15日現在)義援金574万5,770円
※受付期間を、平成31年３月31日(日)まで延長しました　　　　　 問い合わせ 社会福祉課社会係1内線７７２４２

利
根
町
に
あ
る
市
営
住
宅
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す

天狗伝説の地を彩る

沼田市と姉妹都市提携の動機になった天狗伝説が残る、
温泉地で知られる蓮台寺地区はしだれ桃の隠れた名所とし
ても知られています。
30年ほど前に個人の休耕田を利用して種を蒔いたところ
から始まり、現在では約300本の桃が一帯に植えられてい
ます。春には濃いピンクや白い花が一帯を華やかに飾り、
薫りと共に彩りを与えてくれます。蓮台寺区ではこの時期
に｢蓮台寺しだれ桃の里祭り｣を開催しています。
とき ３月下旬～４月上旬
ところ 蓮台寺地区
問い合わせ 下田市観光交流課1０５５８　３９１３へ

静
岡
県
下
田
市
の
す
が
た

蓮
台
寺
・
し
だ
れ
桃

平成30年度農地法申請書の受け付け日程のお知らせ

問い合わせ 農業委員会事務局1内線３２４０

農地の貸し借りや所有権の移転、また、農地を宅地や駐車場など農地以外の利用目的で転用するときは農地法の

許可が必要です。

許可を受けようとする人は、申

請書に必要書類を添えて、別表の

受付期間中に農業委員会事務局へ

提出してください。

◆(別表)農地法申請書受付日程表

４月６日(金)～13日(金)

５月８日(火)～15日(火)

６月６日(水)～15日(金)

７月６日(金)～13日(金)

８月８日(水)～15日(水)

９月６日(木)～14日(金)

10月９日(火)～15日(月)

11月６日(火)～15日(木)

12月６日(木)～14日(金)

１月８日(火)～15日(火)

２月６日(水)～15日(金)

３月６日(水)～15日(金)

平成30年

平成31年

農地法第３条申請
↓

翌月７日前後

第４条、第５条申請
↓

翌月７日前後
（申請地の面積、
申請内容などにより、
中旬以降の場合あり）

※県知事許可および保留
などについては除く

申請書受け付け期間 許可・不許可の決定

３月は自殺対策強化月間です

悩みを一人で抱え、追い込まれた気持ちになっていませんか。

「死んでしまいたい」「どこかへ消えてしまいたい」と考えるほど、つらい気持ちになっていませんか。眠れない日

が続いたり、心身の不調を感じていませ

んか。

つらい気持ちを打ち明けることで、楽

になれることがあります。決してあなた

は、１人ではありません。解決の糸口を

みつけるため、まずは相談してみましょ

う。

また、周囲に悩んでいる人がいたら、

気付き、声を掛け、よく話を聴き、専門

家につなぎ、見守っていくことが大切で

す。

問い合わせ 健康課保健係(保健福祉センター内)1内線７６２０４、社会福祉課障害福祉係(東原庁舎内)1内線７

７２６８へ

電話
相談

こころの健康相談統一ダイヤル

群馬県こころの健康センター

群馬県いのちの電話

0570－064－556

027－263－1156

027－221－0783

0120－783－556

0120－279－338

23－2185

23－2111(内線77268)

フリーダイヤル
自殺予防「いのちの電話」（毎月10日）

よりそいホットライン「自殺相談ダイヤル」
（毎月10日）

利根沼田保健福祉事務所
「こころの健康相談」

沼田市社会福祉課障害福祉係
「精神保健福祉相談」

来所
相談

（予約）

相談窓口

県
営
住
宅
４
月
定
期
募
集

点
訳
奉
仕
員
養
成
講
習
会
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
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